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研究成果の概要（和文）：2022年12月に研究代表者及び研究分担者が編者を務めた『考えてみよう　先住民族と
法』を信山社より出版した。同書では、歴史においても現状においても密接だが複雑な先住民族と法の関係を、
法学、人類学、政治学、考古学、地域研究等の多様な視点から解きほぐすことを目的としている。各章は、対象
としている地域やテーマは多様であるが、近年、先住民族運動において使用されることが増えてきた、国際人権
法、特に先住民族の権利に関する国連宣言に可能な限り言及している。そして国連宣言が、先住民族、国家、国
際機関等に対して、具体的にどのような影響を与えたのか／与えなかったのかを明らかにし、その意義と課題を
検討した。

研究成果の概要（英文）：In December 2022, the principal investigator and a research associate served
 as editors of the book, "Let's Think About Indigenous Peoples and the Law," published by 
Shinzansha. The book aims to unravel the close but complex relationship between indigenous peoples 
and the law, both in history and in the present situation, from diverse perspectives including law, 
anthropology, political science, archaeology, and area studies. Although each chapter covers a 
diverse range of regions and themes, it refers as much as possible to international human rights 
law, particularly the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which has been
 increasingly used in indigenous peoples' movements recently. The significance and challenges of the
 UN Declaration are then examined by identifying what specific impact it did/did not have on 
indigenous peoples, states, international organizations, and others.

研究分野： 国際人権法

キーワード： 先住民族の権利に関する国連宣言

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究成果として出版した『考えてみよう　先住民族と法』は、国際人権法、特に先住民族の権利に関する国連
宣言が、国際環境法や国際経済法などの他の分野にどのような影響を与えたか／与えなかったかの検討、さらに
マオリやサーミ、アイヌ等の世界の先住民族にどのような影響を与えたか／与えなかったかの検討を行った。同
書を通じて、先住民族の権利に関する国際人権法、特に先住民族の権利に関する国連宣言の実効性について多角
的な視点から明らかにすることが出来た。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 
 「先住民族の権利に関する国際連合宣言」（以下、国連宣言）が採択されてから 10 年以上が経
過し、先住民族に関する国連諸機関では、その実施状況に関する総括がおこなわれた。そこから
はいくつかのグッド・プラクティスは認められるものの、総じて、国連宣言の実施は困難を極め
ていることが窺われる。その理由として考えられるのが、①国連宣言の法的拘束力のなさと、②
世界の先住民族の多様性である。 

①については、研究代表者はこれまでの研究から、国連宣言そのものには法的拘束力はないが、
国連宣言に規定される権利の中には、国際慣習法として法的拘束力をもつものもあることを明
らかにしてきた。しかし、そもそも法的拘束力のない国際文書等に実効性はないという議論には、
その必然性に疑問が多く呈されている。 

②については、国連宣言の起草時から、世界の先住民族の置かれている状況が多様なため、統
一的な基準を作ることの是非は議論されていたが、日本では、普遍的な基準が完成した後も、多
様性を理由に国連宣言の自国への適用を疑問視する主張が見受けられる（常本照樹等）。しかし、
国際的に見た場合、そのような議論の妥当性はどの程度、認められるのか検討の必要がある。 
また、そもそも国連諸機関がおこなっている総括における国連宣言の実効性の検討は、国内の

裁判機関による言及の有無に主に焦点があてられているが、国連宣言の真の実効性を考える上
では、裁判機関のみならず行政・立法機関への影響や、当事者である先住民族の権利運動に与え
た影響、人権・環境・開発分野の国際機関への影響など、より包括的な検討が必要であり、その
観点からは、現在、存在する研究は不十分である。 

 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、普遍的な基準としての国連宣言の「限界」がどこにあるのかを見極めつつも、
先住民族・国家・国際機関に対する影響力を明らかにすることにより、その「意義」を示すこと
にある。この研究では、国連宣言に関する国家レベル（裁判機関のみならず、行政・立法機関も
含む）のグッド・プラクティスを検討するのみならず、当事者である先住民族が国連宣言をどの
ように利用しているのか、また人権・開発・環境分野の国際機関が国連宣言をどの程度、受容し
ているのかといった問題まで考察対象とすることで、国連宣言の影響力を包括的に明らかにす
ることを目指す。 
 
３．研究の方法 
 国連宣言の影響について、国家レベル、当事者レベル、国際機関レベルのそれぞれについて、
文献や資料の分析、関係者への聞き取り調査を実施した。本研究の遂行にあたっては、国連宣言
を中心にしつつも、自由権規約や人種差別撤廃条約などの人権条約の影響も含めて、広く国際人
権法の影響という形で検討を行った。研究では、次の 2 つのレベルに分けた検討を行った。(a)
国連宣言を中心とした国際人権法が開発、世界遺産、遺骨返還、国際投資、貿易といった領域に、
どのような影響を与えるのか、あるいはいないのか、(b)国連宣言を中心とした国際人権法が、
先住民族の暮らす国や地域（オーストラリア、ラテンアメリカ、北欧、カナダ、台湾、ニュージ
ーランド、アメリカ合衆国、ボツワナ、日本（アイヌ・琉球／沖縄））にどのような影響を与え
たのか、あるいはいないのか、である。検討する対象領域や地域が広いため、研究代表者・研究
分担者だけではカバーできず、研究会にゲストをお招きして報告をしていただき、それを原稿と
してまとめるという方式をとった。 
 
４．研究成果 
 研究成果として、2022 年 12 月に『考えてみよう 先住民族と法』を信山社より出版した。本
書は以下のように構成されている。まず第 1 部「多様なテーマから考える」では、国連宣言をは
じめとする国際人権法の他の法分野への影響について考えることを目指している。各章の中心
論点は、必ずしもこれに限定されるわけではないが、2 で示した本研究の主たる問題意識に基づ
いて、次のように分類、順番を決めている。まず第 1 章で、国連宣言の採択を通じて、先住民族
と国際法の関係がどのように変化したのかが明らかにされる。その後、国連宣言をはじめとする
国際人権法の影響が認められる分野として、影響が強いと思われる順に、第 2 章の開発、第 3 章
の世界遺産、第 4 章の遺骨返還が取り上げられる。 
第 2 章では、開発分野において、人権条約や国連宣言に基づく先住民族の権利が、国内裁判所

や世界銀行を通じて、いかに保護されているのかが論じられている。第 3 章では、国連宣言に具
体化された先住民族の権利は、世界遺産委員会が決定する作業指針に組み入れられ、世界遺産条
約と国際人権法との矛盾・抵触は、文面上は克服されたが、「排除から包摂への転換」にはまだ
多くの課題が残されていることを明らかにしている。第 4 章は、アメリカの連邦法「アメリカ先
住民族墓地保護・返還法」は、その制定は独自に行われたが、国連宣言で示された先祖の遺骨や
副葬品等の返還に関する理念を具現化するための模範として位置付けられると指摘し、日本を
含む各国において先住民族の法的立場や法体系に合わせて適宜参照されてきたと論じる。 



続く第 5 章の国際投資と第 6 章の貿易は、先住民族の権利について言えば、国連宣言をはじ
めとする国際人権法の影響が一般的にほとんど認められないとされる分野である。ただし、第 5
章では、投資仲裁において原告である先住民族が国連宣言の内容が慣習国際法になっていると
主張し、裁判所が先住民族団体との協議義務が慣習国際法上の義務であることを確認したケー
スに言及している。第 6 章では、原則として、すべてのアザラシ製品の EU への輸入や域内販売
を禁止する措置を導入する EC 規則の執行停止を求めた EU 司法裁判所での訴訟において、先住
民族側が国連宣言違反を主張したケースに着目し、国連宣言が条約ではないので義務が生じな
い等として認められなかった点に触れている。 

第 2 部「国や地域の中で考える」では、国連宣言をはじめとする国際人権法が、それぞれの国
や地域にどのような影響を与えたのかについて考えることを目指している。こちらも各章の中
心論点は、必ずしもこれに限定されるわけではないが、2 で示した本研究の主たる問題意識に基
づいて、国連宣言をはじめとする国際人権法の影響が強いと考えられる順に並べた。なお、原則
として国ごとに分析をおこなっているが、地域をまたいで一定の共通性が認められる場合は、地
域として分析をおこなった。 
まず、国連宣言をはじめとする国際人権法が先住民族の権利に関する国内法または政策の形

成に影響を与えている地域として、第 7 章のオーストラリア、第 8 章のラテンアメリカ、第 9 章
の北欧が取り上げられる。第 7 章では、オーストラリア先住民族の立法措置や行政の対応は、国
際的な先住民族の権利をめぐる動きに呼応したものであったとしつつも、近年のオーストラリ
ア政府による国連宣言の集団の権利や自由意思による事前の十分な情報に基づく同意（FPIC）の
捉え方に警鐘を鳴らす。第 8 章は、ラテンアメリカにおいて先住民族の権利に関する法整備は、
ILO 第 169 号条約を批准した結果、進んできた面があり、特にボリビアでは国連宣言を国内法
とする立法もおこなわれたが、それらの国内法が執行されない実態を明らかにし、その理由を考
察している。第 9 章は、北欧のうちノルウェーでは、先住民族の主体的な運動が国内でのサーミ
の復権とそれを保障する国内法（サーミ法等）の整備につながり、復権の進展をベースにした ILO 
第 169 号条約の批准により更なる国内法（フィンマルク法）の制定が実現し、その動きがさら
に北欧全体の先住民族の復権を後押しする可能性をもつ北欧サーミ条約の起草につながったこ
とを論じている。 

次は、先住民族の権利を承認する国内法の形成は独自におこなわれてきたが、国連宣言をはじ
めとする国際人権法の影響も一定程度見られる地域として、第 10 章のカナダ、第 11 章の台湾、
第 12 章のニュージーランド、第 13 章のアメリカ合衆国があげられる。第 10 章では、カナダ
では国際的な潮流とは独立して、憲法に基づく先住民族の権利保障がなされてきたが、2021 年
に連邦法と国連宣言の両立確保のために必要なあらゆる措置をとることを義務付ける国内法が
成立したことを指摘する。第 11 章では、国連宣言は、ある種の「権威」として、間接的に台湾
政府の原住民族政策に影響を及ぼしてきたが、原住民族による権利要求は、国連宣言や人権条約
の監視制度を直接利用するのではなく、国内外の政治・社会状況を見据えながら展開されてきた
ことを論じる。第 12 章は、イフマータオにおける開発反対運動で、比較的若年のマオリが国連
において国連宣言や自由権規約、人種差別撤廃条約等に言及した訴えをおこない、積極的な解決
を得る結果に結びついたことに注目する。第 13 章では、アメリカ合衆国では近年の先住民族の
権利運動において国連宣言に言及される等、一定の影響は認められるが、本章で焦点をあてた連
邦インディアン法の形成についていえば、基本的に国際法の影響は受けていないことを強調す
る。 
最後に、国による先住民族の権利の承認には至っていないが、権利運動のレベルで国連宣言を

はじめとする国際人権法が利用されている地域として、第 14 章のボツワナ、第 15 章および第
16 章の日本を取り上げた。第 14 章は、先住民族の権利という考え方が中央カラハリ動物保護
区の立ち退き問題という事例に関して一定の成果を生んだことは間違いないとしつつも、それ
と同時に、アフリカの文脈におけるこの考え方の使いにくさ、なじみにくさを露呈させたことを
論じる。第 15 章は、国連宣言の採択を機に、アイヌ民族が先住民族と認められたことを指摘す
るが、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律（アイ
ヌ施策推進法）」には先住民族としての権利は何も認められておらず、アイヌ民族への理解が国
民に広がらなければ権利の議論はできないという視点も変わらず、本質的な課題は未解決なま
まであることを確認する。第 16 章は、琉球／沖縄の人々は国から先住民族として認定されてい
ないが、人権条約諸機関から先住民族として認めるよう勧告を受けていること、また米軍基地や
遺骨返還といった琉球／沖縄が抱える問題について、国連宣言が根拠の 1 つとして援用され、権
利運動がおこなわれていることに注目する。 
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